
経泣産業者

2 0 1 6 0 9 2 0商局第 1号

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について、コンビナート等保安規則

の機能性基準の運用について及び容器保安規則の機能性基準の運用についての一

部改正についての一部を改正する規程を次のように制定する。

平成 28年 10月 3日

経済産業省大臣官房商務流通保安審議

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について、コンピナート

等保安規則の機能性基準の運用について及び容器保安規則の機能性

基準の運用についての一部を改正する規程

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（ 20121204商局第

6号）、コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について（ 2012120

4商局第 7号）及び容器保安規則の機能性基準の運用について（ 2013040

9商局第4号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改める。

附則

この規程は、平成 28年 10月 3日から施行する。



（別紙）

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分）

改正後

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について

廃止・制定 20121204商局第6号 平 成24年 12月 26日

改正 20140326商局第 I号 平 成26年 4月21日

改正 20141114商局第4号平成26年 11月20日

改正 20160920商局第 1号 平 成28年 10月 3日

改正前

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について

廃止・制定 20121204商局第 6号平成24年 12月 26日

改正 20140326商局第 1号平成26年 4月 21日

改正 20141114商局第4号平成26年 11月 20日

1.総則 I i. 総則

一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第53号。以下「規則J ｜ 一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第53号。以下「規則J

という。）で定める機能性基準（規則第6条、第6条の 2、第7条、第7条の｜という。）で定める機能性基準（規則第 6条、第 6条の 2、第 7条、第 7

2、第 7条の 3、第8条J包 金Q.g_、第 10条、第 11条、第 12条L 盆｜条の 2、第 7条の 3、第 8条、第 10条、第 11条、第 12条、第 13.条、

1 2条の 2、筆l_g_全企豆、第 13条、第 18条、第22条、第23条、第｜第 18条、第 22条、第 23条、第 26条、第40条、第 49条、第 50 

2 6条、第40条、第49条、第 50条、第 51条、第 52条、第55条、

第60条、第62条及び第 94条の 3の技術上の基準をし、う。以下同じ。） ζ

適合するこ kについての評価（以下『適合性評価Lよと~に室主2エは、

個々の事例ごとに判断することとなるが、別添の一般高圧ガス保安規則関係

条、第 51条、第 52条、第 55条、第 60条、第 62条及び第 94条の

3の技術上の基準をいう。以下同じ。）；三金適合性評価に主主三エは、個々

の事例ごとに判断することとなるが、別添の一般高圧ガス保安規則関係例

示基準（以下「例示基準Jという。）のとおりである場合には、当該機能

例示基準（以下「例示基準」という。）のとおりである場合には、当該機能性｜性基準に適合するものとする。

基準に適合するものとする。 ｜ なお、例示基準に基づかない場合における機能性基準の運用・解釈を明

なお、例示基準に基づかない場合における機能性基準の運用・解釈を明ら｜らかにするため、指定完成検査機関、指定保安検査機関、関係都道府県、

かにするため、指定完成検査機関、指定保安検査機関、関係都道府県、産業｜産業保安監督部、高圧ガス保安協会（以下「協会Jという。）及び経済産

保安監督部、高圧ガス保安協会（以下「協会Jという。）及び経済産業省商務｜；業省商務情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室による運用統

情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室による運用統一連絡会を協｜一連絡会を協会に置くこととする。

会に置くこととする。

2.許可、届出、検査及び認定の手続における取扱い

(1) 以下に掲げる許可、届出、検査及び認定において適用すべき機能性基準

の詳細基準が例示基準に基づく許可、届出、検査及び認定（以下「例示基

準に基づく許可等JというoJ. 02.ときは、これらに係る申請及び提出（以下

2.許可、届出、検査及び認定の手続における取扱い

(1) 以下に掲げる許可笠里輩、届出、検査企皇蓋及び認定の申誇（以下「申

請等leいう。）において適用すべき機能性基準三の適合性評価に係る当該

申誇等の詳細な技術的事項（以下「詳細基準Lよ上土~が例示基準に基づ



_I_申請等j という。）の取扱いは、規則で定めるところによる。 くときは、これらに係る申請等の取扱いは、規則で定めるところによる。

・高圧ガス保安法（以下旬去Jという。）第5条第1項の第一種製造者の ・高圧ガス保安法（以下「法Jという。）第5条第1項の第一種製造者の

製造の許可 製造の許可

－法第5条第2項の第二種製造者の製造の届出 ・法第5条第2項の第二種製造者の製造の届出

－法第 14条第1項の第一種製造者の変更の許可 ・法第14条第1項の第一種製造者の変更の許可

・法第14条第2項の第一種製造者の変更の届出 ・法第14条第2項の第一種製造者の変更の届出

・法第14条第4項の第二種製造者の変更の届出 ・法第14条第4項の第二種製造者の変更の届出

. ~去第 1 6条第1項の第一種貯蔵所の許可 ・法第16条第1項の第一種貯蔵所の許可

・法第 17条の2第1項の第二種貯蔵所の届出 ・法第17条の2第1項の第二種貯蔵所の届出

・法第19条第1項の第一種貯蔵所の変更の許可 ・法第19条第1項の第一種貯蔵所の変更の許可

・法第19条第2項の第一種貯蔵所の変更の届出 ・法第19条第2項の第一種貯蔵所の変更の届出

・法第19条第4項の第二種貯蔵所の変更の届出 ・法第19条第4項の第二種貯蔵所の変更の届出

・法第20条第1項の完成検査 －法第20条第1項の完成検査

－法第20条第3項の完成検査 －法第20条第3項の完成検査

－法第20条の4の高圧ガスの販売の届出 －法第20条の4の高圧ガスの販売の届出

・法第24条の2第1項の特定高圧ガスの消費の届出 －法第24条の2第1項の特定高圧ガスの消費の届出

・法第24条の4第1項の特定高圧'}J：ス消費者の変更の届出 ・1去第24条の4第1項の特定高圧ガス消費者の変更の届出

・法第35条第1項の保安検査 －法第35条第1項の保安検査

－法第56条の7第1項の指定設備の認定 ・法第56条の7第1項の指定設備の認定

(2) 例示基準に基づく許可等以外の許可ミ届出ミ検査及び認定の申請等は、 (2) 申請等において適用すべき機能性基準への適合性評価に係る詳細基ー

規則で定めるところのほか、次に掲げる資料を添付しなければならない。 準が例示基準に基づかないときは、笠i三次に掲げる資料を添付主主なけ

ただし、 3. （§）の詳細基準事前評価書、 3 (7）の公開詳細基準事前評価 ればならない。ただし、 3. （生）の事前評価書を添付する場合にあって

書又は4 (4）の一般詳細基準審査結果通知書を添付する場合にあっては、 は、②の資料を添付させることを省略することができる。

②の資料を添付主ゑことを省略することができる。

① 当該申請等において適用する詳細基準 ① 当該申請等において適合性評価を行う詳細基準

② ①に掲げる詳細基準が機能性基準に適合主ゑことを証する資料（例え ② ①に掲げる詳細基準が機能性基準に適合していることを証する資

ば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果互盆試験データ） 料（例えば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果」試験デ

ータ笠）

2 
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3.協会による事前評価

(1) 例示基準以外の詳細基準について、 1. に掲げる機能性基準に適合する

よょに関し、協会による事前評価を受けようとする者（（2）に掲げる者を除

~」主、協会が別に定める「詳細基準事前評価実施要領J （以下「要領」

という。）に基づき、差迦基準事前評価申請書を協会に提出主ゑものとする。

この場合において、複数の事例が同一の仕様であって、当該複数の事

例に係る詳細基準が同ーであるときは、同一の詳細基準事前評価申請書

によって申請をすることができるものとするn また、同一の仕様につい

て、一定期間内に反復して申請を行う場合は、包括して申請をすること

ができるものとするの

旦L例示基準以外の詳細基準について、 1. に掲げる機能性基準に適合

することに関し、当該詳細基準の公開を目的に、協会による事前評価を

受けようとする者は、要領に基づき、公開詳細基準事前評価申請書を協

会に提出するものとする。

3. 協会による事前評価

(1) 差盆基準主例示基準に基づかない場合における 1. に掲げる盤盤主主

某準への適合性評価に関し、協会による事前評価を受けようとする者に

盆ムエ、協会が別に定める「詳細基準事前評価実施要領j（以下「要領J

という。）に基づき、事前評価申請書を協会に提出主主ゑものとする。

4重量L

（~） (1）に係る事前評価申請書には次の①及び②に掲げる資料を、（2）に係る｜（呈） (1)に規定する事前評価申請書には次に掲げる資料を添付主主主も

公開詳細某準事前評価申請書には次の③から⑤までに掲げる資料を添付主

主主ものとする。

① 当該滴合性評価において適用する詳細基準

② ①ι益江主L詳細基準が機能性基準に適合主主主ことを証する資料（例え

ば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果五且試験データ）

宣公開する詳細基準

卑 ③に掲げる詳細書基準が機能性主主準に適合することを証する資料（例え

ば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果又は試験データ）

盈＠に掲げる詳細基準が公開に適することを証する資料（例えば、当該

詳細某準に係る製造施設の使用実績、実証データ及び（6）の詳細基準事

並歪鑑査L

のとする。

① 詳細基準2室

② ①!!2.詳細基準皇室が機能性基準に適合ムエ主主ことを証する資料

（例えば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果ι試験デー

タ笠）

」蓋童L
i蓋蓋L

」盤量L

包） (1）及び（2）に係る事前評価の厳正な処理を図ることを目的として、協会｜（立） 事前評価の厳正な処理を図ることを目的として、協会に学識経験者から

に学識経験者からなる詳細基準事前評価委員会（以下「事前評価委員会」 なる詳細基準事前評価委員会（以下「事前評価委員会」という。）を設置す

3 



という。）を設置する。 る。

事前評価委員会は、協会が別に定める『詳細基準事前評価委員会規程J 事前評価委員会は、協会が別に定める「詳細基準事前評価委員会規程j

に基づき運営する。 に基づき、事前評価を行う。

笠L協会は， (1)及び（2）に係る事前評価を行うときは主事前評価委員会IC諮 （新設）

るものとするs事前評価委員会は、要領に基づき、（1）に係る事前評価にあ

つては機能性基準に適合すること、（2）に係る事前評価にあっては機能性基

準に適合すること及び公開に適することについて評価を行う。

(6) 協会は、（1)に係る事前評価を行ったときは、要領に基づき、事前評価 （生） 協会は、詳細基準事前評価委員会規程に基づき事前評価を行ったと

申請を行った者に対し、速やかにその結果を詳細基準事前評価書により通 きは、要領に基づき、速やかに事前評価申請を行った者に対し、その結

知しなければならない。 来を事前評価書により通知するものとする。

立L協会は、（2）に係る事前評価を行ったときは当要領に基づき、事前評価 （新設）

申請を行った者に対L-，速やかにその結果を公開詳細基準事前評価書によ

り通知しなければならない。

この場合においてョ当該詳細基準が機能性基準に適合し汎用性を有する

等公開に適すると認められるときはミ協会はミ遅滞なく、当該公開詳細基

準事前評価書を公開しなければならない。

4.協会による一般詳細基準審査 4.例示基準の改正及び追加等

金i一般に広く活用することを目的とした詳細基準｛以下「一般詳細基準」 （新設）

という.）が 1. に掲げる機能性基準に適合することについて当協会による

一般詳細基準審査を受けようとする者は、協会が別に定める「一般高圧ガ

ス保安規則等四規.！［IJ基準審査規程J（以下『審査規程」という.）に基づき、

一般詳細基準審査申請書を協会に提出するものとする。

(2) 協会による一般詳細基準審査の厳正な処理並びに例示基準の時宜を得 (1) 例示基準の時宜を得た適切な改正及び追加笠を図ることを目的・とし

た適切な改正及び追加を図ることを目的として、協会に学識経験者等から て、協会に学識経験者からなる高圧ガス保安基準検討委員会（以下「基

なる高圧ガス保安基準検討委員会（以下 f基準検討委員会Jという。）を設 準検討委員会Jという。）を設置する。

置する。

基準検討委員会はミ協会が別に定める「高圧ガス保安基準検討委昌会規

程jに基づき運賞するe

（ 4 
（ 



」豊i盤L I fil某準検討委員会は、協会が別に定める「高圧ガス保安基準検討委員会規

程 lに基づき運営する内

(3) 協会は、（I）に係る一般詳細基準審査を行うときは、基準検討委員会に I<3l基準検討委員会は詳細基準作成者の申請に基づき、当該詳細基準が機

諮るものとする。基準検討委員会はι宣査翠盟三基づき、機能性基準ζ遵｜ 能性基準を満たすかどうかについて審査主主。

合するこトについて審査を行う。

込L協会は、（I）に係る一般詳細基準審査を行った土きは、審査規程に基づ｜ 」蓋詮L
き、（I）の申請を行った者に対し、速やかにその結果を一般詳細基準審査

結果通知書により通知しなければならないの

この場合において、協会は、当該一般詳細基準が一般に広〈活用できる

ものであって、機能性基準に適合すると認めるときは、（！）の申請を行った

者の求めに応じ、遅滞なく、一般詳細基準審査結果通知書を公開しなけれ

区主主主ど♀
皇i協会は、（I）に係る一般詳細基準審査を行い、当該一般詳細基準が一般

に広く活用できる私のであって、機能性基準に適合すると認めるときは、

(4）に係る結果を経済産業省に報告するものとするの

」血墜L

5.経済産業省による例示某準の改正及び追加

込よ経済産業省は、協会による 3. (2）に係る事前評価の結果を踏まえ、例

示基準の改正又は追加を検討する私のとするn

年L経済産業省は、協会による 4. (5）の報告を踏まえ、例示基準を改正又

は追加するものとする。

盆L経済産業省は、 (I）及び（2）に関わらず、必要に応じて例示基準を改正

文は追加するものとするの

5 

」重量L

年よ例示基準は、基準検討委員会の報告を受け、改正及び追加するもの

よ主盃L

斗塾塾L



改正後

コンピナート等保安規則の機能性基準の運用について

廃止・制定 20121204商局第 7号 平 成24年 12月 26日

改正 20140326商局第 1号 平 成26年 4月 21日

改正 20141114商局第4号平成26年 11月 20日

改正 20160920商局第 l号 平 成28年 10月 3日

改正前

コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について

廃止・制定 20121204商局第7号平成24年 12月 26日

改正 20140326商局第 1号平成26年 4月 2i日

改正 20141114商局第4号平成26年 11月初日

1. 総則 I 1. 総則

コンピナート等保安規則（昭和 61年通商産業省令第88号。以下「規｜ コンピナート等保安規則（昭和－51年通商産業省令第 88号。以下「規

則j という。）で定める機能性基準（規則第5条、第5条の 2、第6条、 ｜則」という。）で定める機能性基準（規則第5条、第5条の 2、第 6条、

第 7条、第7条の 2、第7条の 3、第 9条、第 10条及び第49条の 3の｜第 7条、第7条の 2、第7条の 3、第9条、第 10条及び第 49条の 3の

技術上の基準をいう。弘ヱ~）に適合することについての評価（以下｜技術上の基準をいう。）三企適合性評価に主主2エは、個々の事例ごとに

_l適合性評価Lよ主主＿.＿）＿に主主ヱエは、個々の事例ごとに判断すること｜判断することとなるが、別添のコンビナート等保安規則関係例示基準（以

となるが、別添のコンビナート等保安規則関係例示基準（以下『例示基準JI下「例示基準j という。）のとおりである場合には、当該機能性基準に適

という。）のとおりである場合には、当該機能性基準に適合するものとす｜合するものとする。

る。 ｜ なお、例示基準に基づかない場合における機能性基準の運用・解釈を明

なお、例示基準に基づかない場合における機能性基準の運用・解釈を明｜らかにするため、指定完成検査機関、指定保安検査機関、関係都道府県、

らかにするため、指定完成検査機関、指定保安検査機関、関係都道府県、｜産業保安監督部、高圧ガス保安協会（以下「協会j という。）及び経済産

産業保安監督部、高圧ガス保安協会（以下「協会j という。）及び経済産｜業省商務情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室による運用統

業省商務情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室による運用統｜一連絡会を協会に置くこととする。

一連絡会を協会に置くこととする。

2. 許可、届出、検査及び認定の手続における取扱い

(1) 以下に掲げる許可、届出、検査及び認定において適用すべき機能性基準

の詳細基準が例示基準に基づく許可、届出、検査及び認定（以下「例示基

準に基づく許可等！というの）のときは、これらに係る申請及び提出（以下

」申誇等よよと2.1_の取扱いは、規則で定めるととろによる。

・高圧ガス保安法（以下 f法Jという。｝第5条第1項の特定製造者の製

造の許可

（ 6 

2.許可、届出、検査及び認定の手続における取扱い

(1) 以下に掲げる許可Q!童、届出、検査笠皇童及び認定の申請（以下「申

請等！というの）において適用すべき機能性基準ことの適合性評価に係る当該

申請等の詳細な技術的事項（以下「詳細基準ムよと2.1_が例示基準に基づ

くときは、これらに係る申請等の取扱いは、規則で定めるところによる。

・高圧ガス保安法（以下「法」という。）第5条第1項の特定製造者の製

造の許可

（ 



・法第 14条第1項の変更の許可 ・法第14条第1項の変更の許可

－法第 14条第2項の変更の届出 ・法第14条第2項の変更の届出

－法第20条第1項の完成検査 ・法第20条第1項の完成検査

－法第20条第3項の完成検査 －法第20条第3項の完成検査

・法第35条第1項の保安検査 ・法第35条第1項の保安検査

・法第56条の7第2項の指定設備の認定 ・法第56条の7第2項の指定設備の認定

(2) 例示基準に基づく許可等以外の許可ョ届出ョ検査及び認定の申請等は、 (2) 申請等において適用すべき機能性基準への適合性評価に係る詳細基

規則で定めるところのほか、次に掲げる資料を添付与なければならない。 準が例示基準に基づかないときは、笠i三次に掲げる資料を添付主主主なけ

ただし、 3 （§＿）の詳細基準事前評価書、 3. (7）の公開詳細基準事前評価 ればならない。ただし、 3. （壬）の事前評価書を添付する場合にあって

書又は4. (4）の一般詳細基準審査結果通知書を添付する場合にあっては、 は、②の資料を添付させることを省略することができる。

②の資料を添付土ゑことを省略することができる。

① 当該申請等において適用する詳細基準 ① 当該申請等において適合性評価を行う詳細基準

．② ①に掲げる詳細基準が機能性基準に適合主ゑことを証する資料（例え ② ①に掲げる詳細基準が機能性基準に適合していることを証する資

ば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果型主試験データ） 料（例えば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果ι試験デ

ータ笠）

3.協会による事前評価 3.協会による事前評価

(1) 例示基準以外の詳細基準について、 1.に掲げる機能性基準に適合する (1) 詳細基準が例示基準に基づかない場合における 1 に掲げる機能性

ことに関し、協会による事前評価を受けようとする者（（2）に掲げる者を除 基準への適合性評価に関し、協会による事前評価を受けようとする者に

く。）は、協会が別に定める「詳細基準事前評価実施要領J（以下「要領」 対して、協会が別に定める f詳細基準事前評価実施要領J（以下「要領J

という。）に基づき、詳細基準事前評価申請書を協会に提出するものとする。 という。）に基づき、事前評価申請書を協会に提出させるものとする。

この場合において、複数の事例が問ーの仕様であって、当該複数の事

例に係る詳細l基準が同一でSあるときは、同ーの詳細基準事前評価申請書

によって申請をすることができるものとするg また主同ーの仕様につい

τミ一定期間内に反復して申請を行う場合はミ包括して申請をすること

ができるものとする。

ill 例示基準以外の詳細基準について、 1. に掲げる機能性基準に適合 （新設）

することに関しミ当該詳細基準の公開を目的に、協会による事前評価を

受けようとする者は、要領に基づき主公開詳細基準事前評価申請書を協
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会に提出するものとする。

(3) (1）に係る事前評価申請書には次の①及び②に掲げる資料を通（2）に係る (2) (1）に規定する事前評価申請書には次に掲げる資料を添付させるも

公開詳細基準事前評価申誇書には次の③から⑤までに掲げる資料を添付土 のとする。

ゑものとする。

① 当該適合性評価において適用する詳細基準 ① 詳細基準皇室

② ①に掲げる詳細基準が機能性基準に適合主主Lことを証する資料（例え ② ①!!2.＇詳細基準皇室が機能性基準に適合していることを証する資料

ば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果ZI主試験データ） （例えば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果ι試験デー

タ笠）

聖公開する詳細基準 （新設）

皇③に掲げる詳細基準が機能性基準に適合することを証する資料（例え （新設）

ば、安全性を立証するための論文ミ規格当鰹折結果又は試験データ）

＠＿③に掲げる詳細基準が公開に適することを証する資料（例えばミ当該 （新設）

詳細基準に係る製造施設の使用実績当実証データ及び（6）の詳細基準事前

評価書）

(4) (1）及び（2）に係る事前評価の厳正な処理を図ることを目的として、協会 （主） 事前評価の厳正な処理を図ることを目的として、協会に学識経験者から

に学識経験者からなる詳細基準事前評価委員会（以下「事前評価委員会j なる詳細基準事前評価委員会（以下 f事前評価委員会j という。）を設置す

という。）を設置する。 る。

事前評価委員会は、協会が別に定める「詳細基準事前評価委員会規程」 事前評価委員会は、協会が別に定める「詳細基準事前評価委員会規程J

に基づき運営する。 に基づき、事前評価を行う。

怠L協会はミ（1)及び（2）に係る事前評価を行うときは、事前評価委員会に諮 （新設）

るものとする。事前評価委員会は当要領に基づき、 (1）に係る事前評価にあ

つては機能性基準に適合すること、（2）に係る事前評｛固にあっては機能性基

準に適合すること及び公開に適することについて評価を行う。

(6) 協会は、（1)に係る事前評価を行ったときは、要領に基づき、事前評価 (4) 協会は、詳細基準事前評価委員会規程に基づき事前評価を行ったど

申請を行った者に対し、速やかにその結果を詳細基準事前評価書により通 きは、要領に基づき、速やかに事前評価申請を行った者に対し、その結

知Lなければならない。 果を事前評価書により通知するものとする。

立よ協会は、（2）に係る事前評価を行ったときは、要領に基づき注事前評価 （新設）

申請を行った者に対しミ速やかにその結果を公開詳細基準事前評価書によ

り通知しなければならないa

（ 8 
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この場合において、当該詳細基準が機能性基準に滴合し汎用性を有する

等公開にi商すると認められるときは、協会は、遅滞なく、当該公開詳細基

準事前評価書を公開しなければならない。

4. 協会による一般詳細｜某準審査

込よ一般に広く活用することを目的とした詳細基準（以下「一般詳細基準1

という。）が 1. に掲げる機能性基準に適合することについて、協会による

一般詳細某準審査を受けようとする者は、協会が別に定める f一般高圧ガ

ス保安規則等四規則某準審杏規程I（以下「審査規程l!-: I,、う。）に基づ者、

一般詳細某準審査申請書を協会に提出するものとする内

4. 例示基準の改正及び追加等

」蓋量L

（~） 協会による一般詳細基準審査の厳正な処理並びに例示基準の時宜を得｜（よ） 例示基準の時宜を得た適切な改正及び追加笠を図ることを目的とし

た適切な改正及び追加を図ることを目的として、協会に学識経験者笠から｜ て、協会に学識経験者からなる高圧ガス保安基準検討委員会（以下「基

なる高圧ガス保安基準検討委員会（以下「基準検討委員会Jという。）を設

置する。

基準検討委員会は、協会が別に定める f高圧ガス保安基準検討委員会規

程j に基づき運営する。

」副監L

(3) 協会は、（1）に係る一般詳細基準審査を行うときは、基準検討委員会に

諮るものとする。基準検討委員会はL室室翠藍i三基づき、機能性基準ι適

合することについて審査を江主L

金L 協会は、（1）に係る一般詳細基準審査を行ったときは、審査規程に基づ

き、（1）の申請を行った者に対し、速やかにその結果を一般詳細某準審査

結果通知書により通知しなければならないn

この場合において、協会は、当該一般詳細基準が一般に広く活用できる

ものであって、機能性基準に適合すると認めるときは、（1）の申請争行った

者の求めに応じ、 i犀滞なく、一般詳細基準審査結果通知書を公開しなけれ

民主主主じ阜

(5) 協会は、｛l)に係る一般詳細基準審査を行い札五重三一般詳細基準が一般

9 

準検討委員会Jという。）を設置する。

主L基準検討委員会は、協会が別に定める「高圧ガス保安基準検討委員会規

程lに基づき運営するの

(3）基準検討委員会は詳細基準作成者の申請に基づき、当該詳細基準が機

能性基準を満たすかどうかについて審査主主。

」蓋盆L

4盤藍L



に広く活用できるものであって主機能性基準に適合すると認めるときはョ

(4）に係る結果を経済産業省に報告するものとする。

（削除） 並L例示基準は、基準検討委員会の報告を受け、改正及び追加するもの

とする。

5.経済産業省による例示基準の改正及び追加 （新設）

♀L経済産業省は、協会による 3. (2）に係る事前評価の結果を踏まえ通例

示基準の改正又は追加を検討するものとするg

笠L経済産業省はミ協会による 4. (5）の報告を踏まえ、例示基準を改正又

は追加するものとする。

皇L経済産業省はミ (1）及び（2）に関わらず通必要に応じて例示基準を改正

又は追加するものとするs

（ 
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改正後

容器保安規則の機能性基準の運用について

1. 容器検査等の実施

(1) 総則

制定 20130409商局第4号 平 成25年5月 15日

改正 20150202商局第9号 平 成 27年2月 24日

改正 20160920商局第 l号 平 成28年 10月 3日

改正前

容器保安規則の機能性基準の運用について

1. 容器検査等の実施

(!) 総則

制定 20130409商局第4号平成25年 5月 15日

改正 20150202商局第9号平成27年 2月 24日

高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 20 4号。以下「法』という。）第 i高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号。以下「法Jという。）第

44条第 1項の容器検査及び法第49条の 2第 1項の附属品検査並びに 144条第 1項の容器検査及び法第49条の 2第 1項の附属品検査並びに

法第49条の 21第 1項の容器又はF付属品（以下「容器等J という。）の｜法第49条の 21第 1項の容器又は附属品（以下『容器等J という。）の

型式の承認（以下容器検査及びF付属品検査と合わせ「容器検査等Jと総称｜型式の承認（以下容器検査及び附属品検査と合わせ「容器検査等Jと総称

する。）において、法に基づき容器保安規則（昭和 41年通商産業省令第｜する。）において、法に基づき容器保安規則（昭和 41年通商産業省令第

5 0号。以下「容器貝lj」という。）で定める技術上の基準のうち別表第 1I 5 o号。以下「容器則Jという。）で定める技術上の基準のうち別表第 1

第 1項から第5項まで、第 10項及び第 11項に掲げる機能性基準ζ連企｜第 1項から第5項まで、第 10項及び第 11項に掲げる機能性基準:::::.22適

することについての評価にあたっては、個々の事例ごとに判断することと｜金盤霊盤にあたっては、個々の事例ごとに判断することとなるが、別表第

なるが、別表第2第 1項右欄及び第2項右欄に掲げる例示基準（以下『容 12第 1項右禰及び第2項右欄に掲げる例示基準（以下「容器検査等に係る

器検査等に係る例示基準Jという。）のとおりである場合には、当該機能｜例示基準j という。）のとおりである場合には、当該機能性基準に適合す

性基準に適合するものとする。 ｜るものとする。

なお、特殊な設計の容器等であって容器検査等に係る例示基準に基づく｜ なお、特殊な設計の容器等であって容器検査等に係る例示基準に基づく

容器検査及び附属品検査以外の容器検査並びに附属品検査を行う場合に｜容器検査及び附属品検査以外の容器検変並びに附属品検査を行う場合に

おける容器則で定める技術上の基準の運用・解釈の整合化を図るため、関｜おける容器則で定める技術上の基準の運用・解釈の整合化を図るため、関

係都道府県、産業保安監督部、高圧ガス保安協会（以下 f協会」という。）｜係都道府県、産業保安監督部、高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）

及び経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室に｜及び経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室による運用統一連

よる運用統一連絡会を協会に置くこととする。

(2) 容器検査等の申請

① 容器等の製造の方法、規格及び検査の方法が容器検査等に係る例示基

準に基づく容器検査等（以下「例示某準に基づく容器検査等！とb、う 0 ) 

の申請は、容器則で定めるところによる。
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絡会を協会に置くこととする。

(2) 容器検査等の申請

① 容器等の製造の方法、規格及び検査の方法が容器検査等に係る例示基

準に基づく容器検査等の申請は、容器則で定めるところによる。



② 例示基準に基づく容器検査等以外の容器検査等の申請は、容器則で定

めるところのほか、次に掲げる資料を添付ムなければならない。ただし、

3. （§）の容器検査等事前評価書、 3. (7）の公開詳細基準事前評価書又

は5. (4）の一般詳細基準審査結果通知書が添付される場合にあっては、

ロの資料を添付主ゑことを省略することができる。

イ 当章容器検査等において適用する詳細基準

ロ イに掲げる詳細基準が機能性基準に適合主主Lことを証する資料（例

えば、安全弛を立証するための論文、規格、解析結果茎且試験データ）

2. 登録の実施

(1) 総則

法第49条の 5第 1項の容器等製造業者の登録（法第49条の8第 1項

② 容器等の製造の方法、規格及び検査の方法が容器検査等に係る例示基

に基づく容器検査等以外の容器検査等の申請は、容器員ljで定めるところ

のほか、次に掲げる資料を添付主主なければならない。ただし、 3. (1) 

の容器検査等事前評価書が添付される場合にあっては、ロの資料を添付

主主主主ことを省略することができる。

イ 容器検査等において適用する詳細な基準（以下「詳細基準Lよど主主i
ロ イに掲げる詳細基準が機能性基準に適合ムエヒゑことを証する資料

（例えば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果ι 試験デー

タ笠）

2.登録の実施

(1) 総則

法第49条の 5第 1項の容器等製造業者の登録（法第49条の8第 1項

の協会等の調査を含む。以下同じ。）において、容器則で定める技術上の｜の協会等の調査を含む。以下同じ。）において、容器則で定める技術上の

基準のうち別表第 1第 7項から第 9項までに掲げる機能性基準ζ護金主｜基準のうち別表第 1第7項から第9項までに掲げる機能性基準三笠連企

ることについての評価にあたっては、個々の事例ごとに判断することとな

るが、日lj表第2第4項右欄に掲げる例示基準のとおりである場合には、当

該機能性基準に適合するものとする。

(2）登録の申請

①（略）

② 例示基準に基づく登録以外の登録の申誇は、容器則で定めるところ

のほか、次に掲げる資料を添付土ゑものとする。ただし、 3. （§）の

登録事前評価書又は 5. (4）の一般詳細基準審査結果通知書が添付さ

れる場合にあっては、ロ及びハの資料については添付を省略主ゑこと

ができる。

イ 主主主登録において適用する詳細基準

ロ イに掲げる詳細基準が機能性基準に適合主主ことを証する資料（例

えば、登録に係る容器等の製造の方法、規格互並検査の方法を記した

資料）

（ 

性評価に当たっては、個々の事例ごとに判断することとなるが、 Jjlj表第2

第4項右欄に掲げる例示基準のとおりである場合には、当該機能性基準に

適合するものとする。

12 

(2）登録の申請

①（路）

② 例示基準に基づく登録以外の登録の申請は、容器則で定めるところ

のほか、次に掲げる資料を添付主主ゑものとする。ただし、 3. (1_) 

の登録事前評価書が添付される場合にあっては、ロ及びハの資料につ

いては添付を省略主主主Lことができる。

イ 登録において適用する詳細基準

ロ イに掲げる詳細基準が機能性基準に適合~ことを証する資料

（例えば、登録に係る容器等の製造の方法、規格及び検査の方法を記

した資料）

f『、、



ハ 当該登録に係る容器等の製造の方法、規格及び検査の方法が機能 ノ、 登録に係る容器等の製造の方法、規格及び検査の方法が機能性基

性基準に適合主主ことを証する資料（例えば、 3. （§）の容器検査 準に適合していることを証する資料（例えば、 3. （生）の容器検査

等事前評価書） 等事前評価書）

3.協会による事前評価 3.協会による事前評価

(1) 例示基準に基づく容器検査等以外の容器検査等又は例示基準に基づ (1) 容器検査等又は登録について協会による事前評価を受けようとする者

く登録以外の登録において、適用する詳細基準が別表第1第1項から第 に対して、協会が別に定める「詳細基準事前評価実施要領J（以下『要領」

5項まで、第 10項及び第 11項又は別表第1第7項から第9項までi三重 という。）に基づき、容器検査等事前評価申請書又は登録事前評価申請書を

げる機能性基準に適合することに関し、協会による事前評価を受けよう 協会に提出させるものとする。

とする者（（2）に掲げるものを除く。）は、協会が別に定める「詳細基準

事前評価実施要領J（以下「要領」という。）に基づき、容器検査等事前

評価申請書又は登録事前評価申読書を協会に提出主主Lものとする。

この場合においてs同ーの仕様について、一定期間内に反復して申請

を行う場合は、包括して申詰をすることができるものとする2

忽L例示基準以外の詳細基準（容器検査等に係るものに限る。）について、 （新規）

別表第 1第1項から第5項までミ第10項及び第 11項に掲げる機能性基

準に適合することに関し三当該詳細基準の公開を目的に、協会による事前

評価を受けようとする者は、要領に基づき、公開詳細基準事前評価申請書

を協会に提出するものとする。

(;l) (1)に係る容器検査等事前評価申請書には次の①及び②に掲げる資料 （主） (1）に規定する容器検査等事前評価申請書には次の①及び②に掲げる資

を、（1）に係る登録事前評価申請書には次の③から⑤までに掲げる資料を、 料を添付させるものとし、また、登録事前評価申請書には次の③、④及び

又は（2）の公開詳細基準事前評価申請書には次の⑥から③までに掲げる資 .＠＿に掲げる資料を添付させるものと主ゑ。

料を添付主主主ものとする。

①皇整容器検査等において適用する詳細基準 ① 容器検査等において適用する詳細基準皇室

② ①に掲げる詳細基準が機能性基準に適合主主Lことを証する資料（例 ②①IQ詳細基準2星野2機能性基準に適合していることを証する資料（例

えば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果X.!主試験データ） えば、安全性を立証するための論文、規格、解析結果」試験データ笠）

③当蓬登録において適用する詳細基準 ③ 登録において適用する詳細基準2室

④ ③に掲げる詳細基準が機能性基準に適合することを証する資料（例え ④③の詳細基準皇室が機能性基準に適合していることを証する資料（例

ば、笠録に係る容器等の製造の方法、規格茎I主検査の方法を記した資料） えば、登録に係る容器等の製造の方法、規格及び検査の方法を記した資

13 



料）

⑤車葦登録に係る容器等の製造の方法、規格及び検査の方法が機能性基 ⑤ 登録に係る容器等の製造の方法、規格及び検査の方法が機能性基準に

準に適合主丞ことを証する資料（例えば、（。の容器検査等事前評価書） 適合していることを証する資料（例えば、 ..hー（生）の容器検査等事前評価

書）

皇公開する詳細基準 （新規）

Q!..⑥に掲げる詳締基準が機能性基準に適合することを証する資料（例え （新規）

ばョ安全性を立証ずるための論文ミ規格、鰹析結果又は試験デーグ）

R- Rに掲げる詳細基準が公開に適することを証する資針（例えば、当該 （新規）

詳細基準に係る容器等の使用実績ミ実証データ及び（6）の容器検査等事前

評価書）

(4) (1）及び（2）に係る事前評価の厳正な処理を図ることを目的として、協会 (3) 協会の容器検査等及び登録に係る事前評価の厳正な処理を図ること

に学識経験者からなる詳細基準事前評価委員会（以下「事前評価委員会」 を目的として、協会に学識経験者からなる詳細基準事前評価委員会（以

という。）を設置する。 下「事前評価委員会Jという。）を設置する。

事前評価委員会は、協会が別に定める「詳細基準事前評価委員会規程」 事前評価委員会は、協会が別に定める「詳細基準事前評価委員会規程J

に基づき運営する。 に基づき、容器検査等及び登録に係る事前評価を行2。

皇i協会はミ（1)及び（2）に係る事前評価を行うときは当事前評価委員会に諮 （新規）

るものとする。事前評価委員会は主要領に基づき、 (1）に係る事前評価にあ

つては機能性基準に適合するζ と当（22に係る事前評価にあっては機能性基

準に適合すること及び公開に適することについて評価を行う♀

(§) 協会は、（1）に係る事前評価を行ったときは、要領に基づき、事前評価 (4) 協会は、詳細基準事前評価委員会規程に基づき容器検査等の事前評

申請を行った者に対し、速やかにその結果を容器検査等事前評価書又は登 価又は登録の事前評価を行ったときは、要領に基づき、速やかに事前評

録事前評価書により通知しなければならない。 価申請を行った者に対し、その結果を容器検査等事前評価書文は登録事

前評価書により通知するものとする。

立L協会はミ (2）に係る事前評価を行ったときはミ要領に基づきミ事前評価 （新規）

申請を行った者に対し通速やかにその結果を公明詳細基準事前評価書によ

り通知しなければならない。

この場合において、当該詳細基準が機能性基準に適合し汎用性を有する

等公開に適すると認められるときは、協会はミ遅滞なくミ当該公開詳細基

（ 14 
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準事前評価書を公開しなければならないの

(j1) 例示基準に基づく登録以外の登録が申請される場合には、♀i孟立主辻三

主立五容器検査等に係る事前評価等において、当該登録に係る容器等の製

造の方法、規格及び検査の方法の詳細基準が機能性基準に適合主主Lことが

確認されていることを前提とする。

4. （略）

5.協会による一般詳細基準審査

♀i一般に広く活用することを目的とした詳細基準（以下 f 般詳細基準l

という 0 ）が別表第1に掲げる機能性基準に適合することについて、協会に

よる一般詳細基準審査を受けようとする者は、協会が別に定める「詳細基

準審査規稗lに基づき、一般詳細基準審査申請書を協会に提出するものと

主丞L

(.Q.) 例示基準に基づく登録以外の登録が申請される場合には、主U三盆星

土ゑ容器検査等に係る事前評価等において、当該登録に係る容器等の製

造の方法、規格及び検査の方法の詳細基準が機能性基準に適合ムエとゑ

ことが確認されていることを前提とする。

4. （略）

5. 例示基準の改正及び追加等

」蓋蓋L

（~） 協会による一般詳細基準審査の厳正な処理並びに例示基準の時宜を得｜ ω 例示基準の時宜を得た適切な改正及び追加笠を図ることを目的とし

た適切な改正及び追加を図ることを目的として、協会に学識経験者笠から｜ て、協会に学識経験者からなる高圧ガス容器規格検討委員会（以下「規

なる高圧ガス容器規格検討委員会（以下「規格検討委員会」という。）を｜ 格検討委員会」という。）を設置する。

設置する。

規格検討委員会は、協会が別に定める「高圧ガス容器規格検討委員会規

程j に基づき運営する。

j 監L ｜且規格検討委員会は、協会が別に定める「高圧ガス容器規格検討委員

会規程j に基づき運営する何

(3) 協会は、 (1）に係る一般詳細j基準審査を行うときは、規格検討委員会に I(3) 規格検討委員会は詳細基準生盛主2旦蓋に基づき、当該詳細基準が

諮るものとするの規格検討委員会は」詳細基準査室翠翠に基づき、機能性｜ 機能性基準を満たすかどうかについて審査土ゑ。

基準に適合することについて審査を宜主。

主i協会は、（1）に係る一般詳細基準審査を行ったときは、詳細基準審査規

程に基づき、（1)の申請を行った者に対し、速やかにその結果を一般詳細基

準審査結果通知書により通知しなければならない。

この場合において、協会は、当該一般詳細基準が一般に広く活用できる

」盤量よー
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ものであって、機能性基準に適合すると認めるときはミ (1）の申請を行った

者の求めに応じ、遅滞なくミ一般詳細基準審査結果通知書を公開しなけれ

ばならない2

ill協会は、（1）に係る一般詳細基準審査を行い適当該一般詳細基準が一般 （新設）

に広く活用できるものであって、機能性基準に適合すると認めるときは〉

(4）に係る結果を経済産業省に報告するものとする。

（削除） 並L例示基準は、規格検討委員会の報告を受け、改正及び追加するもの

とするの

6.経済産業省による例示基準の改正及び追加 （新設）

込L経済産業省は主協会による 3. (2）に係る事前評価の結果を踏まえ注例

示基準の改正又は追加を検討するものとするg

ill経済産業省は3 協会による 5. (5）の報告を踏まえ主例示基準を改正又

は追加するものとする。

fil経済産業省は、 (12及び（2）に関わらず、必要に応じて例示基準を改正

又は追加するものとする。

別表第1及び第2 （略） 別表第1及び第2 （略）

（ 16 
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